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議 案 第 １ 号 

専決処分の報告及び承認について 

松戸市市税条例の一部を改正する条例の制定については、令和６年４月１日

を施行日として地方税法等の一部を改正する法律が同年３月３０日に公布され

たことに伴い、特に緊急を要すると認め、地方自治法第１７９条第１項の規定

により、別紙のとおり専決処分した。 

よって、同条第３項の規定により報告するとともに承認を求める。 

令和６年６月１２日提出 

松戸市長 本郷谷 健 次 
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専  決  処  分  書 

 

松戸市市税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

令和６年３月３０日 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

理    由 

 

 地方税法の改正に伴い、令和６年度分の個人住民税の特別税額控除、土地に

係る固定資産税及び都市計画税の負担の調整並びに固定資産税及び都市計画税

の課税特例の期限延長に関する規定等を整備するため。 
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 松戸市市税条例の一部を改正する条例 

 

松戸市市税条例（平成２７年松戸市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後部

分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に

改める。 

⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等

の全てを削る。 

⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

（市民税の減免） （市民税の減免） 

第５５条 （略） 第５５条 （略） 

２ 前項の規定により市民税の減免を受けようとす

る者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載し

た申請書にその事由を証明する書類を添付して市

長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により市民税の減免を受けようとす

る者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載し

た申請書にその事由を証明する書類を添付して市

長に提出しなければならない。ただし、市長が、

当該者が同項各号のいずれかに該当することが明

らかであり、かつ、市民税を減免する必要がある

と認める場合は、この限りでない。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

３ 第１項の規定により市民税の減免を受けた者

は、その事由が消滅した場合においては、直ちに

その旨を市長に申告しなければならない。 

３ 第１項の規定により市民税の減免を受けた者

は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨

を市長に申告しなければならない。 

  

（固定資産税の減免） （固定資産税の減免） 

第８９条 （略） 第８９条 （略） 

２ 前項の規定により固定資産税の減免を受けよう

とする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記

載した申請書にその減免を受けようとする事由を

証明する書類を添付して市長に提出しなければな

らない。 

２ 前項の規定により固定資産税の減免を受けよう

とする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記

載した申請書にその減免を受けようとする事由を

証明する書類を添付して市長に提出しなければな

らない。ただし、市長が、当該者が所有する固定

資産が同項各号のいずれかに該当することが明ら

かであり、かつ、固定資産税を減免する必要があ

ると認める場合は、この限りでない。 

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略） 

３ 第１項の規定により固定資産税の減免を受けた ３ 第１項の規定により固定資産税の減免を受けた
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者は、その事由が消滅した場合においては、直ち

にその旨を市長に申告しなければならない。 

者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその

旨を市長に申告しなければならない。 

  

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第１３３条 （略） 第１３３条 （略） 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受け

ようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項

を記載した申請書にその減免を受けようとする事

由を証明する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受け

ようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項

を記載した申請書にその減免を受けようとする事

由を証明する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、市長が、当該者が所有し、

又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当す

ることが明らかであり、かつ、特別土地保有税を

減免する必要があると認める場合は、この限りで

ない。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

附 則 附 則 

  

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医

療費控除の特例） 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医

療費控除の特例） 

第１３条の２ 平成３０年度から令和９年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、法附則第４条の

４第３項の規定に該当する場合における第２０条

の規定による控除については、その者の選択によ

り、同条中「同条第１項」とあるのは「同条第１

項（第２号を除く。）」と、「まで」とあるのは

「まで並びに法附則第４条の４第３項の規定によ

り読み替えて適用される法第３１４条の２第１項

（第２号に係る部分に限る。）」として、同条の

規定を適用することができる。 

第１３条の２ 平成３０年度から令和９年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、法附則第４条の

５第３項の規定に該当する場合における第２０条

の規定による控除については、その者の選択によ

り、同条中「同条第１項」とあるのは「同条第１

項（第２号を除く。）」と、「まで」とあるのは

「まで並びに法附則第４条の５第３項の規定によ

り読み替えて適用される法第３１４条の２第１項

（第２号に係る部分に限る。）」として、同条の

規定を適用することができる。 

  

第１９条の３ （略） 第１９条の３ （略） 

  

 （令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

 第１９条の４ 令和６年度分の個人の市民税に限

り、法附則第５条の８第４項及び第５項に規定す

るところにより控除すべき市民税に係る令和６年
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度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が

1,805万円以下である所得割の納税義務者（次条及

び附則第１９条の６において「特別税額控除対象

納税義務者」という。）の第２１条、第２３条か

ら第２６条まで、附則第１２条第２項、附則第１

６条第１項、附則第１８条第１項、附則第１９条

及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から

控除する。 

 ２ 前項の規定の適用がある場合における第２４条

第２項、第５１条第１項及び附則第１９条の規定

の適用については、第２４条第２項及び附則第１

９条中「附則第５条の６第２項」とあるのは「附

則第５条の６第２項及び第５条の８第６項」と、

第５１条第１項中「課した」とあるのは「附則第

１９条の４第１項の規定の適用がないものとした

場合に課すべき」と、「の前々年中」とあるのは

「の同項の規定の適用がないものとした場合にお

ける前々年中」と、「、前々年中」とあるのは「、

附則第１９条の４第１項の規定の適用がないもの

とした場合における前々年中」とする。 

  

 （令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関

する特例） 

 第１９条の５ 令和６年度分の個人の市民税に限

り、個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納

期の納付額については、第３７条の規定にかかわ

らず、次に定めるところによる。 

 ⑴ 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除

前の普通徴収に係る個人の市民税の額（前条第

１項の規定の適用がないものとした場合に算出

される普通徴収に係る個人の市民税の額をい

う。）、特別税額控除前の普通徴収に係る個人

の県民税の額（法附則第５条の８第１項及び第

２項の規定の適用がないものとした場合に算出

される普通徴収に係る個人の県民税の額をい

う。）及び普通徴収に係る森林環境税の額の合

算額（以下この号において「特別税額控除前の

普通徴収に係る個人の住民税の額」という。）

からその者の普通徴収に係る個人の市民税の

額、普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通
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徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した

額（以下この項において「普通徴収の個人の住

民税に係る特別税額控除額」という。）がその

者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住

民税の額を4で除して得た金額（当該金額に

1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の

全額が1,000円未満であるときは、その端数金額

又はその金額を切り捨てた金額。以下この項に

おいて「分割金額」という。）に3を乗じて得た

金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係

る個人の住民税の額から控除した残額に相当す

る金額（以下この項において「第１期分金額」

という。）に満たない場合には、当該納税通知

書に記載すべき各納期の納付額は、第３６条第

１項に規定する第１期の納期（以下この項、次

項及び次条第１項において「第１期納期」とい

う。）においてはその者の第１期分金額からそ

の者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額

控除額を控除した額とし、その他のそれぞれの

納期においてはその者の分割金額とする。 

⑵ 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個

人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第

１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期

分金額とその者の分割金額との合計額に満たな

い場合には、当該納税通知書に記載すべき各納

期の納付額は、第１期納期においてはないもの

とし、第３６条第１項に規定する第２期の納期

（以下この項及び次条第１項において「第２期

納期」という。）においてはその者の第１期分

金額とその者の分割金額との合計額からその者

の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除

額を控除した額とし、第３６条第１項に規定す

る第３期の納期（以下この項において「第３期

納期」という。）及び同条第１項に規定する第

４期の納期（以下この項において「第４期納期」

という。）においてはその者の分割金額とする。 

⑶ 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個

人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第

１期分金額とその者の分割金額との合計額以上

であり、かつ、その者の第１期分金額とその者
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の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に

満たない場合には、当該納税通知書に記載すべ

き各納期の納付額は、第１期納期及び第２期納

期においてはないものとし、第３期納期におい

てはその者の第１期分金額とその者の分割金額

に2を乗じて得た金額との合計額からその者の

普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額

を控除した額とし、第４期納期においてはその

者の分割金額とする。 

 ⑷ 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個

人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第

１期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得

た金額との合計額以上である場合には、当該納

税通知書に記載すべき各納期の納付額は、第１

期納期、第２期納期及び第３期納期においては

ないものとし、第４期納期においてはその者の

普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に

係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林

環境税の額の合算額とする。 

 ２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から

第４７条第１項の規定により普通徴収の方法によ

って徴収されることとなったものを除く。）を同

項の規定により普通徴収の方法によって徴収する

場合については、前項の規定は、適用しない。 

  

 （令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個

人の市民税に関する特例） 

 第１９条の６ 令和６年度分の個人の市民税に限

り、第４８条第１項の規定により特別徴収の方法

によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る

個人の市民税（第３項において「年金所得に係る

特別徴収の個人の市民税」という。）の額及び同

条第２項の規定により普通徴収の方法によって徴

収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民

税の額については、次に定めるところによる。 

 ⑴ 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除

前の年金所得に係る個人の市民税の額（附則第

１９条の４第１項の規定の適用がないものとし

た場合に算出される第４８条第１項に規定する

前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額
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及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森

林環境税額を含む。以下この号及び第５号にお

いて同じ。）の合算額（以下この号及び第５号

において「年金所得に係る所得割額及び均等割

額の合算額」という。）をいう。以下この号及

び第３項第１号において同じ。）からその者の

年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額

を控除した額（以下この項及び第３項において

「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額」という。）がその者の特別税額控除前

の普通徴収に係る個人の市民税の額（特別税額

控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から

特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税

の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の

市民税の額の2分の1に相当する額をいう。以下

この号において同じ。）を控除した額をいう。

以下この号において同じ。）を2で除して得た金

額（当該金額に1,000円未満の端数があるとき、

又は当該金額の全額が1,000円未満であるとき

は、その端数金額又はその全額を切り捨てた金

額。以下この項において「第２期分金額」とい

う。）をその者の特別税額控除前の普通徴収に

係る個人の市民税の額から控除した残額に相当

する金額（以下この項において「第１期分金額」

という。）に満たない場合には、第１期納期及

び第２期納期に普通徴収の方法によって徴収す

べき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税

の額（以下この項において「普通徴収対象税額」

という。）並びに第４９条に規定する特別徴収

対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法

によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係

る個人の市民税の額（以下この項及び第３項に

おいて「特別徴収対象税額」という。）は、第

１期納期においてはその者の第１期分金額から

その者の年金所得に係る個人の市民税に係る特

別税額控除額を控除した残額に相当する税額、

第２期納期においてはその者の第２期分金額に

相当する税額、当該年度の初日の属する年の１

０月１日から１１月３０日までの間においては

その者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人
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の市民税の額を3で除して得た金額（当該金額に

100円未満の端数があるとき、又は当該金額の全

額が100円未満であるときは、その端数金額又は

その全額を切り捨てた金額。以下この項におい

て「分割金額」という。）に2を乗じて得た金額

をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個

人の市民税の額から控除した残額に相当する金

額（以下この項において「１０月分金額」とい

う。）に相当する税額、同年１２月１日から翌

年の３月３１日までの間においてはその者の分

割金額に相当する税額とする。 

 ⑵ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係

る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者

の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第

１期分金額とその者の第２期分金額との合計額

に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特

別徴収対象税額は、第１期納期における税額は

ないものとし、第２期納期においてはその者の

第１期分金額とその者の第２期分金額との合計

額からその者の年金所得に係る個人の市民税に

係る特別税額控除額を控除した残額に相当する

税額、当該年度の初日の属する年の１０月１日

から１１月３０日までの間においてはその者の

１０月分金額に相当する税額、同年１２月１日

から翌年の３月３１日までの間においてはその

者の分割金額に相当する税額とする。 

 ⑶ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係

る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者

の第１期分金額とその者の第２期分金額との合

計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額、

その者の第２期分金額及びその者の１０月分金

額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象

税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び

第２期納期における税額はないものとし、当該

年度の初日の属する年の１０月１日から１１月

３０日までの間においてはその者の第１期分金

額、その者の第２期分金額及びその者の１０月

分金額の合計額からその者の年金所得に係る個

人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残

額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の

－9－



３月３１日までの間においてはその者の分割金

額に相当する税額とする。 

 ⑷ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係

る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者

の第１期分金額、その者の第２期分金額及びそ

の者の１０月分金額の合計額以上であり、かつ、

その者の第１期分金額、その者の第２期分金額、

その者の１０月分金額及びその者の分割金額の

合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額

及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２

期納期並びに当該年度の初日の属する年の１０

月１日から１１月３０日までの間における税額

はないものとし、同年１２月１日から翌年の１

月３１日までの間においてはその者の第１期分

金額、その者の第２期分金額、その者の１０月

分金額及びその者の分割金額の合計額からその

者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税

額控除額を控除した残額に相当する税額、同年

２月１日から３月３１日までの間においてはそ

の者の分割金額に相当する税額とする。 

 ⑸ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係

る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者

の第１期分金額、その者の第２期分金額、その

者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計

額以上である場合には、普通徴収対象税額及び

特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納

期並びに当該年度の初日の属する年の１０月１

日から翌年の１月３１日までの間における税額

はないものとし、同年２月１日から３月３１日

までの間においてはその者の年金所得に係る所

得割額及び均等割額の合算額に相当する税額と

する。 

 ２ 前項の規定の適用がある場合における第５０条

の規定の適用については、同条第２項中「年金所

得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する

年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間に

おける当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴

収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」と

あるのは、「附則第１９条の６第１項各号に規定

する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とす

－10－



る。 

 ３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得

に係る特別徴収の個人の市民税の額（第１項の規

定の適用があるものを除く。）については、次に

定めるところによる。 

 ⑴ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係

る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者

の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民

税の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人

の市民税の額から第５１条第１項に規定する年

金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をい

う。以下この号において同じ。）を3で除して得

た金額（当該金額に100円未満の端数があると

き、又は当該金額の全額が100円未満であるとき

は、その端数金額又はその全額を切り捨てた金

額。以下この項において「分割金額」という。）

に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除

前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除

した残額に相当する金額（以下この項において

「１０月分金額」という。）に満たない場合に

は、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属

する年の１０月１日から１１月３０日までの間

においてはその者の１０月分金額からその者の

年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控

除額を控除した残額に相当する税額、同年１２

月１日から翌年の３月３１日までの間において

はその者の分割金額に相当する税額とする。 

 ⑵ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係

る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者

の１０月分金額以上であり、かつ、その者の１

０月分金額とその者の分割金額との合計額に満

たない場合には、特別徴収対象税額は、当該年

度の初日の属する年の１０月１日から１１月３

０日までの間における税額はないものとし、同

年１２月１日から翌年の１月３１日までの間に

おいてはその者の１０月分金額とその者の分割

金額との合計額からその者の年金所得に係る個

人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残

額に相当する税額、同年２月１日から３月３１

日までの間においてはその者の分割金額に相当
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する税額とする。 

 ⑶ 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係

る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者

の１０月分金額とその者の分割金額との合計額

以上である場合には、特別徴収対象税額は、当

該年度の初日の属する年の１０月１日から翌年

の１月３１日までの間における税額はないもの

とし、同年２月１日から３月３１日までの間に

おいてはその者の第５１条第２項の規定により

読み替えられた第４８条第１項に規定する年金

所得に係る特別徴収税額に相当する税額とす

る。 

 ４ 前項の規定の適用がある場合における第５０条

の規定の適用については、同条第２項中「年金所

得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する

年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間に

おける当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴

収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」と

あるのは、「附則第１９条の６第３項各号に規定

する特別徴収の方法によって徴収すべき額」とす

る。 

 ５ 令和６年度分の個人の市民税につき第５２条第

１項の規定の適用がある場合については、前各項

の規定は、適用しない。 

  

 （令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除） 

 第１９条の７ 令和７年度分の個人の市民税に限

り、法附則第５条の１２第３項及び第４項に規定

するところにより控除すべき市民税に係る令和７

年度分特別税額控除額を、同条第３項に規定する

特別税額控除対象納税義務者の第２１条、第２３

条から第２６条まで、附則第１２条第２項、附則

第１６条第１項、附則第１８条第１項、附則第１

９条及び附則第１９条の３の規定を適用した場合

の所得割の額から控除する。 

  

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課

税の特例） 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課

税の特例） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 
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２ （略） ２ （略） 

３ 前項の規定の適用がある場合における第２６条

第１項の規定の適用については、第２６条第１項

中「前３条」とあるのは、「前３条並びに附則第

２０条第２項」とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における第２６条

第１項、附則第１９条の４第１項及び前条の規定

の適用については、第２６条第１項中「前３条」

とあるのは「前３条並びに附則第２０条第２項」

と、附則第１９条の４第１項中「前条及び」とあ

るのは「前条、附則第２０条第２項及び」と、前

条中「附則第１９条及び」とあるのは「附則第１

９条、次条第２項及び」とする。 

  

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課

税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課

税の特例） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

  ⑸ 附則第１９条の４及び附則第１９条の７の規

定の適用については、附則第１９条の４第１項

及び附則第１９条の７中「所得割の額」とある

のは、「所得割の額並びに附則第２１条第１項

の規定による市民税の所得割の額」とする。 

  

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の

課税の特例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の

課税の特例） 

第２２条 （略） 第２２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 附則第１９条の４及び附則第１９条の７の規

定の適用については、附則第１９条の４第１項

及び附則第１９条の７中「所得割の額」とある

のは、「所得割の額並びに附則第２２条第１項

の規定による市民税の所得割の額」とする。 

４ （略） ４ （略） 

  

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特 （長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特
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例） 例） 

第２３条 （略） 第２３条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 附則第１９条の４及び附則第１９条の７の規

定の適用については、附則第１９条の４第１項

及び附則第１９条の７中「所得割の額」とある

のは、「所得割の額並びに附則第２３条第１項

の規定による市民税の所得割の額」とする。 

  

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第２６条 （略） 第２６条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 附則第１９条の４及び附則第１９条の７の規

定の適用については、附則第１９条の４第１項

及び附則第１９条の７中「所得割の額」とある

のは、「所得割の額並びに附則第２６条第１項

の規定による市民税の所得割の額」とする。 

  

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民

税の課税の特例） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民

税の課税の特例） 

第２７条 （略） 第２７条 （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 附則第１９条の４及び附則第１９条の７の規

定の適用については、附則第１９条の４第１項

及び附則第１９条の７中「所得割の額」とある

のは、「所得割の額並びに附則第２７条第１項

の規定による市民税の所得割の額」とする。 

  

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の （先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の
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課税の特例） 課税の特例） 

第２８条 （略） 第２８条 （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 附則第１９条の４及び附則第１９条の７の規

定の適用については、附則第１９条の４第１項

及び附則第１９条の７中「所得割の額」とある

のは、「所得割の額並びに附則第２８条第１項

の規定による市民税の所得割の額」とする。 

  

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

第２８条の２ （略） 第２８条の２ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 附則第１９条の４及び附則第１９条の７の規

定の適用については、附則第１９条の４第１項

及び附則第１９条の７中「所得割の額」とある

のは、「所得割の額並びに附則第２８条の２第

１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

３・４ （略） ３・４ （略）  

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 附則第１９条の４及び附則第１９条の７の規

定の適用については、附則第１９条の４第１項

及び附則第１９条の７中「所得割の額」とある

のは、「所得割の額並びに附則第２８条の２第

３項後段の規定による市民税の所得割の額」と

する。 

  

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

第２９条 （略） 第２９条 （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。 
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⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 附則第１９条の４及び附則第１９条の７の規

定の適用については、附則第１９条の４第１項

及び附則第１９条の７中「所得割の額」とある

のは、「所得割の額並びに附則第２９条第１項

の規定による市民税の所得割の額」とする。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 附則第１９条の４及び附則第１９条の７の規

定の適用については、附則第１９条の４第１項

及び附則第１９条の７中「所得割の額」とある

のは、「所得割の額並びに附則第２９条第３項

後段の規定による市民税の所得割の額」とする。 

６ （略） ６ （略） 

  

（固定資産税に係る法附則第１５条第２項第１号

等の条例で定める割合） 

（固定資産税に係る法附則第１５条第２項第１号

等の条例で定める割合） 

第３１条 （略） 第３１条 （略） 

２～１３ （略） ２～１３ （略） 

１４ 法附則第１５条第２５項第２号イに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、4分の3とする。 

１４ 法附則第１５条第２５項第３号イに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、4分の3とする。 

１５ 法附則第１５条第２５項第２号ロに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、4分の3とする。 

１５ 法附則第１５条第２５項第３号ロに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、4分の3とする。 

１６ 法附則第１５条第２５項第２号ハに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、4分の3とする。 

１６ 法附則第１５条第２５項第３号ハに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、4分の3とする。 

１７ 法附則第１５条第２５項第３号イに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、2分の1とする。 

１７ 法附則第１５条第２５項第４号イに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、2分の1とする。 

１８ 法附則第１５条第２５項第３号ロに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、2分の1とする。 

１８ 法附則第１５条第２５項第４号ロに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、2分の1とする。 

１９ 法附則第１５条第２５項第３号ハに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

１９ 法附則第１５条第２５項第４号ハに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合
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は、2分の1とする。 は、2分の1とする。 

２０ （略） ２０ （略） 

２１ 法附則第１５条第３２項に規定する条例で定

める割合（固定資産税に係る部分に限る。）は、3

分の1とする。 

（削除） 

２２ 法附則第１５条第３３項に規定する条例で定

める割合（固定資産税に係る部分に限る。）は、3

分の2とする。 

２１ 法附則第１５条第３２項に規定する条例で定

める割合（固定資産税に係る部分に限る。）は、3

分の2とする。 

２３ 法附則第１５条第３８項に規定する条例で定

める割合（固定資産税に係る部分に限る。）は、3

分の2とする。 

２２ 法附則第１５条第３７項に規定する条例で定

める割合（固定資産税に係る部分に限る。）は、3

分の2とする。 

２４ 法附則第１５条第４２項に規定する条例で定

める割合は3分の1とする。 

２３ 法附則第１５条第４１項に規定する条例で定

める割合は3分の1とする。 

２５ 法附則第１５条第４３項に規定する条例で定

める割合（固定資産税に係る部分に限る。）は、4

分の3とする。 

２４ 法附則第１５条第４２項に規定する条例で定

める割合（固定資産税に係る部分に限る。）は、4

分の3とする。 

２６・２７ （略） ２５・２６ （略） 

  

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の

適用を受けようとする者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の

適用を受けようとする者がすべき申告） 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２項

の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅に

ついては、前項の申告書の提出がなかった場合に

おいても、長期優良住宅の普及の促進に関する法

律（平成２０年法律第８７号）第５条第４項に規

定する管理者等から、法附則第１５条の７第３項

に規定する期間内に法施行規則附則第７条第４項

に規定する書類の提出がされ、かつ、当該区分所

有に係る住宅が法附則第１５条の７第１項又は第

２項に規定する要件に該当すると認められるとき

は、前項の規定にかかわらず、同条第１項又は第

２項の規定を適用することができる。 

３～７ （略） ４～８ （略）  

８ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修

住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部分

について、これらの規定の適用を受けようとする

者は、同条第４項に規定する居住安全改修工事が

９ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修

住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部分

について、これらの規定の適用を受けようとする

者は、同条第４項に規定する居住安全改修工事が
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完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に法施行規則附則第７条第８項各号

に掲げる書類を添付して市長に提出しなければな

らない。 

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に法施行規則附則第７条第９項各号

に掲げる書類を添付して市長に提出しなければな

らない。 

⑴～⑺ （略） ⑴～⑺ （略） 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修等

住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修等専有部

分について、これらの規定の適用を受けようとす

る者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工

事等が完了した日から３月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に法施行規則附則第７条第９

項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。 

１０ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修

等住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修等専有

部分について、これらの規定の適用を受けようと

する者は、同条第９項に規定する熱損失防止改修

工事等が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に法施行規則附則第７条第

１０項各号に掲げる書類を添付して市長に提出し

なければならない。 

⑴～⑹ （略） ⑴～⑹ （略） 

１０ 法附則第１５条の９の２第１項の特定耐震基

準適合住宅について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る

耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に法施行規則附則第７条

第１０項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

１１ 法附則第１５条の９の２第１項の特定耐震基

準適合住宅について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る

耐震改修が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に法施行規則附則第７条

第１１項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

⑴～⑹ （略） ⑴～⑹ （略） 

１１ 法附則第１５条の９の２第４項の特定熱損失

防止改修等住宅又は同条第５項の特定熱損失防止

改修等住宅専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、法附則第１５条の９第

９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した

日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に法施行規則附則第７条第１１項各号に掲げ

る書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

１２ 法附則第１５条の９の２第４項の特定熱損失

防止改修等住宅又は同条第５項の特定熱損失防止

改修等住宅専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、法附則第１５条の９第

９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した

日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に法施行規則附則第７条第１２項各号に掲げ

る書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

⑴～⑹ （略） ⑴～⑹ （略） 

１２ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特

定マンションに係る区分所有に係る家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、当

該特定マンションに係る同項に規定する工事が完

了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載

した申告書に法施行規則附則第７条第１６項各号

に掲げる書類を添付して市長に提出しなければな

１３ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特

定マンションに係る区分所有に係る家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者は、当

該特定マンションに係る同項に規定する工事が完

了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載

した申告書に法施行規則附則第７条第１７項各号

に掲げる書類を添付して市長に提出しなければな
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らない。 らない。 

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略） 

１３ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に法施行規則附則第７条第１７項に

規定する補助に係る補助金額確定通知書の写し、

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年

法律第１２３号）第７条又は同法附則第３条第１

項の規定による報告に係る報告書の写し及び当該

耐震改修後の家屋が政令附則第１２条第１９項に

規定する基準を満たすことを証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

１４ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に法施行規則附則第７条第１８項に

規定する補助に係る補助金額確定通知書の写し、

建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年

法律第１２３号）第７条又は同法附則第３条第１

項の規定による報告に係る報告書の写し及び当該

耐震改修後の家屋が政令附則第１２条第１９項に

規定する基準を満たすことを証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

⑸ 法施行規則附則第７条第１７項に規定する補

助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋

に係る耐震改修に要した費用 

⑸ 法施行規則附則第７条第１８項に規定する補

助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋

に係る耐震改修に要した費用 

⑹ （略） ⑹ （略） 

１４ （略） １５ （略） 

  

（土地に対して課する令和３年度から令和５年度

までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語

の意義） 

（土地に対して課する令和６年度から令和８年度

までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語

の意義） 

第３３条 （略） 第３３条 （略） 

  

（令和４年度又は令和５年度における土地の価格

の特例） 

（令和７年度又は令和８年度における土地の価格

の特例） 

第３４条 市の区域内の自然的及び社会的条件から

みて類似の利用価値を有すると認められる地域に

おいて地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前

の価格（法附則第１７条の２第１項に規定する修

正前の価格をいう。）を当該年度分の固定資産税

の課税標準とすることが固定資産税の課税上著し

く均衡を失すると認める場合における当該土地に

対して課する固定資産税の課税標準は、第７７条

の規定にかかわらず、令和４年度分又は令和５年

度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法

附則第１７条の２第１項に規定する修正価格をい

第３４条 市の区域内の自然的及び社会的条件から

みて類似の利用価値を有すると認められる地域に

おいて地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前

の価格（法附則第１７条の２第１項に規定する修

正前の価格をいう。）を当該年度分の固定資産税

の課税標準とすることが固定資産税の課税上著し

く均衡を失すると認める場合における当該土地に

対して課する固定資産税の課税標準は、第７７条

の規定にかかわらず、令和７年度分又は令和８年

度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法

附則第１７条の２第１項に規定する修正価格をい
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う。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。 う。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する令和４年

度適用土地又は令和４年度類似適用土地であっ

て、令和５年度分の固定資産税について前項の規

定の適用を受けないこととなるものに対して課す

る同年度分の固定資産税の課税標準は、第７７条

の規定にかかわらず、修正された価格（法附則第

１７条の２第２項に規定する修正された価格をい

う。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する令和７年

度適用土地又は令和７年度類似適用土地であっ

て、令和８年度分の固定資産税について前項の規

定の適用を受けないこととなるものに対して課す

る同年度分の固定資産税の課税標準は、第７７条

の規定にかかわらず、修正された価格（法附則第

１７条の２第２項に規定する修正された価格をい

う。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。 

  

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年

度までの各年度分の固定資産税の特例） 

（宅地等に対して課する令和６年度から令和８年

度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第３５条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度

までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等

の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定

資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当

該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３の２の規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて

得た額。以下この条において同じ。）に100分の5

（商業地等に係る令和４年度分の固定資産税にあ

っては、100分の2.5）を乗じて得た額を加算した

額（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年

度分の固定資産税の課税標準額）（当該宅地等が

当該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３又は附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき額とした場合における固定資産税額（以

下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超え

る場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。 

第３５条 宅地等に係る令和６年度から令和８年度

までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等

の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定

資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当

該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３の２の規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて

得た額。以下この条において同じ。）に100分の5

を乗じて得た額を加算した額（当該宅地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の３又

は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税額（以下「宅

地等調整固定資産税額」という。）を超える場合

には、当該宅地等調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和

４年度分及び令和５年度分の宅地等調整固定資産

税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商

業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき価格に10分の6を乗じて得た額（当該商

業地等が当該年度分の固定資産税について法第３

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和

６年度から令和８年度までの各年度分の宅地等調

整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額

が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得

た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税に
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４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用を受ける商業地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額を超える場合には、同項の規定にかか

わらず、当該固定資産税額とする。 

ついて法第３４９条の３又は附則第１５条から第

１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等で

あるときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合

における固定資産税額を超える場合には、同項の

規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和

４年度分及び令和５年度分の宅地等調整固定資産

税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格に10分の2を乗じて得た額（当該宅地

等が当該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３又は附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税額

に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、

当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和

６年度から令和８年度までの各年度分の宅地等調

整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額

が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た

額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第３４９条の３又は附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける宅地等であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合における

固定資産税額に満たない場合には、同項の規定に

かかわらず、当該固定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和３年度か

ら令和５年度までの各年度分の固定資産税の額

は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等の

当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資

産税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３又は附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用を受け

る商業地等であるときは、前年度分の固定資産税

の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和６年度か

ら令和８年度までの各年度分の固定資産税の額

は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等の

当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資

産税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３又は附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用を受け

る商業地等であるときは、前年度分の固定資産税

の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が0.7を超えるものに係る令和３年度から令

和５年度までの各年度分の固定資産税の額は、第

１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格

に10分の7を乗じて得た額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３又は

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が0.7を超えるものに係る令和６年度から令

和８年度までの各年度分の固定資産税の額は、第

１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格

に10分の7を乗じて得た額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３又は

－21－



附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額とす

る。 

附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額とす

る。 

  

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度

までの各年度分の固定資産税の特例） 

（農地に対して課する令和６年度から令和８年度

までの各年度分の固定資産税の特例） 

第３６条 農地に係る令和３年度から令和５年度ま

での各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係

る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る

当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資

産税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３又は附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受ける農

地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額。以下この項において

同じ。）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄

に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲

げる負担調整率を乗じて得た額（令和３年度分の

固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の

課税標準額）を当該農地に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額（以下「農地調整固定資産税額」

という。）を超える場合には、当該農地調整固定

資産税額とする。 

第３６条 農地に係る令和６年度から令和８年度ま

での各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係

る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る

当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資

産税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３又は附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受ける農

地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の当該

年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応

じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た

額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における固定資産

税額（以下「農地調整固定資産税額」という。）

を超える場合には、当該農地調整固定資産税額と

する。 

 （表略）  （表略） 

  

（市街化区域農地に対して課する固定資産税の特

例） 

（市街化区域農地に対して課する固定資産税の特

例） 

第３７条 （略） 第３７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 令和２年度分の固定資産税について松戸市市税

条例の一部を改正する条例（令和３年松戸市条例

第１４号）による改正前の松戸市市税条例（以下

この項において「令和３年改正前の条例」という。）

附則第３７条第１項ただし書の規定の適用を受け

た市街化区域農地に対して課する令和３年度分の

（削除） 
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固定資産税の額は、前２項の規定により算定した

当該市街化区域農地に係る令和３年度分の固定資

産税額が、当該市街化区域農地に係る令和２年度

分の固定資産税に係る令和３年改正前の条例附則

第３７条第１項ただし書に規定する固定資産税の

課税標準となるべき額を当該市街化区域農地に係

る令和３年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額を超える場

合には、当該固定資産税額とする。 

  

（市街化区域農地に対して課する令和３年度から

令和５年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

（市街化区域農地に対して課する令和６年度から

令和８年度までの各年度分の固定資産税の特例） 

第３８条 市街化区域農地に係る令和３年度から令

和５年度までの各年度分の固定資産税の額は、前

条の規定により算定した当該市街化区域農地に係

る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域

農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の

固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき価格の3分の1の額に100分の5を乗じて得た額

を加算した額（令和３年度分の固定資産税にあっ

ては、前年度分の固定資産税の課税標準額）（当

該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３又は附則第１５条から第１

５条の３までの規定の適用を受ける市街化区域農

地であるときは、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額（以下「市街化

区域農地調整固定資産税額」という。）を超える

場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額

とする。 

第３８条 市街化区域農地に係る令和６年度から令

和８年度までの各年度分の固定資産税の額は、前

条の規定により算定した当該市街化区域農地に係

る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域

農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の

固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき価格の3分の1の額に100分の5を乗じて得た額

を加算した額（当該市街化区域農地が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３又は附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受

ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街

化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固定資産税

額（以下「市街化区域農地調整固定資産税額」と

いう。）を超える場合には、当該市街化区域農地

調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係

る令和４年度分及び令和５年度分の市街化区域農

地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整

固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の

3分の1の額に10分の2を乗じて得た額（当該市街化

区域農地が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３又は附則第１５条から第１５条の３

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係

る令和６年度から令和８年度までの各年度分の市

街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区

域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき価格の3分の1の額に10分の2を乗じて得た額

（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税

について法第３４９条の３又は附則第１５条から
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までの規定の適用を受ける市街化区域農地である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場

合における固定資産税額に満たない場合には、同

項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

第１５条の３までの規定の適用を受ける市街化区

域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額に満たない

場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資

産税額とする。 

  

（免税点の適用に関する特例） （免税点の適用に関する特例） 

第３９条 附則第３５条から前条までの規定の適用

がある各年度分の固定資産税に限り、第７９条に

規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、

附則第３５条、第３６条又は前条の規定の適用を

受ける宅地等、農地又は市街化区域農地について

はこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額によるものとし、附則

第３７条の規定の適用を受ける市街化区域農地

（前条の規定の適用を受ける市街化区域農地を除

く。）については附則第３７条第１項又は第３項

に規定するその年度分の課税標準となるべき額に

よるものとする。 

第３９条 附則第３５条から前条までの規定の適用

がある各年度分の固定資産税に限り、第７９条に

規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、

附則第３５条、第３６条又は前条の規定の適用を

受ける宅地等、農地又は市街化区域農地について

はこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額によるものとし、附則

第３７条の規定の適用を受ける市街化区域農地

（前条の規定の適用を受ける市街化区域農地を除

く。）については附則第３７条第１項に規定する

その年度分の課税標準となるべき額によるものと

する。 

  

（令和３年度から令和５年度までの各年度分の用

途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に係る固定

資産税の課税標準額の算出方法） 

（令和６年度から令和８年度までの各年度分の用

途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に係る固定

資産税の課税標準額の算出方法） 

第４４条 地方税法等の一部を改正する法律（令和

３年法律第７号。以下「令和３年改正法」という。）

附則第１４条第１項の規定により、令和３年度か

ら令和５年度までの各年度分の固定資産税につい

ては、法附則第１８条の３の規定を適用しないこ

ととする。 

第４４条 地方税法等の一部を改正する法律（令和

６年法律第４号。以下「令和６年改正法」という。）

附則第２１条第１項の規定により、令和６年度か

ら令和８年度までの各年度分の固定資産税につい

ては、法附則第１８条の３の規定を適用しないこ

ととする。 

  

（特別土地保有税の課税の特例） （特別土地保有税の課税の特例） 

第４８条 附則第３５条の規定の適用がある宅地等

（附則第３３条第２号に掲げる宅地等をいうもの

とし、法第３４９条の３、第３４９条の３の２又

は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用がある宅地等を除く。）に対して課する令和３

年度から令和５年度までの各年度分の特別土地保

第４８条 附則第３５条の規定の適用がある宅地等

（附則第３３条第２号に掲げる宅地等をいうもの

とし、法第３４９条の３、第３４９条の３の２又

は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用がある宅地等を除く。）に対して課する令和６

年度から令和８年度までの各年度分の特別土地保
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有税については、第１２９条第１号中「当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあ

るのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第

３５条に規定する課税標準となるべき額」とする。 

有税については、第１２９条第１号中「当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあ

るのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第

３５条に規定する課税標準となるべき額」とする。 

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価

土地の取得のうち平成１８年１月１日から令和６

年３月３１日までの間にされたものに対して課す

る特別土地保有税については、第１２９条第２号

中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」と

あるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価

格（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がな

いものとした場合における課税標準となるべき価

格をいう。）に2分の1を乗じて得た額」とし、「政

令第５４条の３８第１項に規定する価格」とある

のは「政令第５４条の３８第１項に規定する価格

（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がない

ものとした場合における価格をいう。）に２分の

１を乗じて得た額」とする。 

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価

土地の取得のうち平成１８年１月１日から令和９

年３月３１日までの間にされたものに対して課す

る特別土地保有税については、第１２９条第２号

中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」と

あるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価

格（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がな

いものとした場合における課税標準となるべき価

格をいう。）に2分の1を乗じて得た額」とし、「政

令第５４条の３８第１項に規定する価格」とある

のは「政令第５４条の３８第１項に規定する価格

（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がない

ものとした場合における価格をいう。）に２分の

１を乗じて得た額」とする。 

３～５ （略） ３～５ （略） 

  

（都市計画税に係る法附則第１５条第１４項等の

条例で定める割合） 

（都市計画税に係る法附則第１５条第１４項等の

条例で定める割合） 

第５０条 （略） 第５０条 （略） 

２ 法附則第１５条第３２項に規定する条例で定め

る割合（都市計画税に係る部分に限る。）は、3

分の1とする。 

（削除） 

３ 法附則第１５条第３３項に規定する条例で定め

る割合（都市計画税に係る部分に限る。）は、3

分の2とする。 

２ 法附則第１５条第３２項に規定する条例で定め

る割合（都市計画税に係る部分に限る。）は、3分

の2とする。 

４ 法附則第１５条第３８項に規定する条例で定め

る割合（都市計画税に係る部分に限る。）は、3

分の2とする。 

３ 法附則第１５条第３７項に規定する条例で定め

る割合（都市計画税に係る部分に限る。）は、3分

の2とする。 

５ 法附則第１５条第４３項に規定する条例で定め

る割合（都市計画税に係る部分に限る。）は、4

分の3とする。 

４ 法附則第１５条第４２項に規定する条例で定め

る割合（都市計画税に係る部分に限る。）は、4分

の3とする。 

  

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年

度までの各年度分の都市計画税の特例） 

（宅地等に対して課する令和６年度から令和８年

度までの各年度分の都市計画税の特例） 

第５１条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度第５１条 宅地等に係る令和６年度から令和８年度
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までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等

に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等

の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市

計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となるべき価格（当

該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第

７０２条の３の規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下同じ。）に100分の5（商業地等に係る令

和４年度分の都市計画税にあっては、100分の2.5）

を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の都

市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課

税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定資産

税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）

又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地

等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき額とした場合における都市計画税額（以下

「宅地等調整都市計画税額」という。）を超える

場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。 

までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等

に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等

の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市

計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となるべき価格（当

該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第

７０２条の３の規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た

額。以下同じ。）に100分の5を乗じて得た額を加

算した額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第３４９条の３（第１８項を除く。）

又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地

等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき額とした場合における都市計画税額（以下

「宅地等調整都市計画税額」という。）を超える

場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和

４年度分及び令和５年度分の宅地等調整都市計画

税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商

業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準

となるべき価格に10分の6を乗じて得た額（当該商

業地等が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商

業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額と

した場合における都市計画税額を超える場合に

は、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額

とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和

６年度から令和８年度までの各年度分の宅地等調

整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額

が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得

た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３（第１８項を除く。）又

は附則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額を超

える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都

市計画税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和

４年度分及び令和５年度分の宅地等調整都市計画

税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき価格に10分の2を乗じて得た額（当該宅地

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和

６年度から令和８年度までの各年度分の宅地等調

整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額

が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た
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等が当該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条か

ら第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等

であるときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額に満たない場合には、第１

項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき

額とした場合における都市計画税額に満たない場

合には、第１項の規定にかかわらず、当該都市計

画税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和３年度か

ら令和５年度までの各年度分の都市計画税の額

は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等の

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計

画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３（第１８項

を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用を受ける商業地等であるときは、

当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける都市計画税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和６年度か

ら令和８年度までの各年度分の都市計画税の額

は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等の

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計

画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３（第１８項

を除く。）又は附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用を受ける商業地等であるときは、

当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける都市計画税額とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が0.7を超えるものに係る令和３年度から令

和５年度までの各年度分の都市計画税の額は、第

１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格

に10分の7を乗じて得た額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３（第

１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける商業地等であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る都市計画税額とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担

水準が0.7を超えるものに係る令和６年度から令

和８年度までの各年度分の都市計画税の額は、第

１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格

に10分の7を乗じて得た額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３（第

１８項を除く。）又は附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける商業地等であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて

得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る都市計画税額とする。 

  

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度

までの各年度分の都市計画税の特例） 

（農地に対して課する令和６年度から令和８年度

までの各年度分の都市計画税の特例） 

第５２条 農地に係る令和３年度から令和５年度ま

での各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係

第５２条 農地に係る令和６年度から令和８年度ま

での各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係
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る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計

画税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３（第１８項を除

く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税

標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額。以下この条において同じ。）に、当該農地の

当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分

に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて

得た額（令和３年度分の都市計画税にあっては、

前年度分の都市計画税の課税標準額）を当該農地

に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき額とした場合における都市計画税額（以下「農

地調整都市計画税額」という。）を超える場合に

は、当該農地調整都市計画税額とする。 

る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計

画税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３（第１８項を除

く。）又は附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税

標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲

げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる

負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とし

た場合における都市計画税額（以下「農地調整都

市計画税額」という。）を超える場合には、当該

農地調整都市計画税額とする。 

 （表略）  （表略） 

  

（市街化区域農地に対して課する令和３年度から

令和５年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

（市街化区域農地に対して課する令和６年度から

令和８年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

第５４条 市街化区域農地に係る令和３年度から令

和５年度までの各年度分の都市計画税の額は、前

条の規定により附則第３７条の規定の例により算

定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都

市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分

の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税

標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2

の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額（令

和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の

都市計画税の課税標準額）（当該市街化区域農地

が当該年度分の固定資産税について法第３４９条

の３（第１８項を除く。）又は附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける市街化区

域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべ

き額とした場合における都市計画税額（以下「市

街化区域農地調整都市計画税額」という。）を超

える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画

第５４条 市街化区域農地に係る令和６年度から令

和８年度までの各年度分の都市計画税の額は、前

条の規定により附則第３７条の規定の例により算

定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都

市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分

の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税

標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2

の額に100分の5を乗じて得た額を加算した額（当

該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は

附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用

を受ける市街化区域農地であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における都市計

画税額（以下「市街化区域農地調整都市計画税額」

という。）を超える場合には、当該市街化区域農

地調整都市計画税額とする。 
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税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係

る令和４年度分及び令和５年度分の市街化区域農

地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整

都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の

3分の2の額に10分の2を乗じて得た額（当該市街化

区域農地が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３（第１８項を除く。）又は附則第１

５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける

市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区

域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準

となるべき額とした場合における都市計画税額に

満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当

該都市計画税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係

る令和６年度から令和８年度までの各年度分の市

街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区

域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地

に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき価格の3分の2の額に10分の2を乗じて得た額

（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税

について法第３４９条の３（第１８項を除く。）

又は附則第１５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額に満たない場合には、前項の規定にか

かわらず、当該都市計画税額とする。 

  

（都市計画税における読替規定） （都市計画税における読替規定） 

第５６条 附則第５１条第１項及び第３項の「宅地

等」とは法附則第１７条第２号に、附則第５１条

第１項及び第４項の「前年度分の都市計画税の課

税標準額」とは法附則第２５条第６項において読

み替えて準用される法附則第１８条第６項に、附

則第５１条第１項、第２項、第４項及び第５項の

「商業地等」とは法附則第１７条第４号に、附則

第５１条第４項及び第５項並びに附則第５２条の

「負担水準」とは法附則第１７条第８号ロに、附

則第５２条の「農地」とは法附則第１７条第１号

に、附則第５２条の「前年度分の都市計画税の課

税標準額」とは法附則第２６条第２項において読

み替えて準用される法附則第１８条第６項に、附

則第５３条及び第５４条の「市街化区域農地」と

は法附則第１９条の２第１項に、附則第５４条第

１項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」と

は法附則第２７条の２第３項において読み替えて

準用される法附則第１８条第６項に規定するとこ

ろによる。 

第５６条 附則第５１条第１項及び第３項の「宅地

等」とは法附則第１７条第２号に、附則第５１条

第１項及び第４項の「前年度分の都市計画税の課

税標準額」とは法附則第２５条第６項において読

み替えて準用される法附則第１８条第６項に、附

則第５１条第２項、第４項及び第５項の「商業地

等」とは法附則第１７条第４号に、附則第５１条

第４項及び第５項並びに附則第５２条の「負担水

準」とは法附則第１７条第８号ロに、附則第５２

条の「農地」とは法附則第１７条第１号に、附則

第５２条の「前年度分の都市計画税の課税標準額」

とは法附則第２６条第２項において読み替えて準

用される法附則第１８条第６項に、附則第５３条

及び第５４条の「市街化区域農地」とは法附則第

１９条の２第１項に、附則第５４条第１項の「前

年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第

２７条の２第３項において読み替えて準用される

法附則第１８条第６項に規定するところによる。 

  

第５７条 法附則第１５条第１項、第９項、第１３

項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２

第５７条 法附則第１５条第１項、第９項、第１３

項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２
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４項、第２７項、第３１項から第３５項まで、第

３８項、第３９項、第４３項若しくは第４６項、

第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条

の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限

り、第１５２条第２項中「又は第３３項」とある

のは、「若しくは第３３項又は附則第１５条から

第１５条の３まで若しくは第６３条」とする。 

４項、第２７項、第３１項から第３４項まで、第

３７項、第３８項、第４２項若しくは第４５項、

第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条

の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限

り、第１５２条第２項中「又は第３３項」とある

のは、「若しくは第３３項又は附則第１５条から

第１５条の３まで若しくは第６３条」とする。 

  

（令和３年度から令和５年度までの各年度分の用

途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に係る都市

計画税の課税標準額の算出方法） 

（令和６年度から令和８年度までの各年度分の用

途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に係る都市

計画税の課税標準額の算出方法） 

第５８条 令和３年改正法附則第１４条第１項の規

定により、令和３年度から令和５年度までの各年

度分の都市計画税については、法附則第２５条の

３の規定を適用しないこととする。 

第５８条 令和６年改正法附則第２１条第１項の規

定により、令和６年度から令和８年度までの各年

度分の都市計画税については、法附則第２５条の

３の規定を適用しないこととする。 

  

   附 則 

  （施行期日） 

第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

  （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めるものを除き、この条例による改正後の松戸市市税条例（以下「新条例」という。）

の規定中固定資産税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和５年

度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和６年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を改正する

法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下

「旧法」という。）附則第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する

固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた旧法附則第１５条第３２項に規定する

政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産

税については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和６年度以後の年

度分の都市計画税について適用し、令和５年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

２ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法律（令

和６年法律第４号）第１条の規定による改正前の旧法附則第１５条第３２項に規定する政府の補助に係

る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、

なお従前の例による。 
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                        議 案 第 ４ 号 

 

松戸市文化スポーツ推進審議会条例の制定について 

 

松戸市文化スポーツ推進審議会条例を別紙のように定める。 

令和６年６月１２日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

 本市に文化芸術及びスポーツの推進に関する重要事項を調査審議する文化ス

ポーツ推進審議会を設置するため。 
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   松戸市文化スポーツ推進審議会条例 

 

 （設置） 

第１条 文化芸術基本法（平成１３年法律第１４８号）第３７条及びスポーツ基本法（平成２３年法律第

７８号）第３１条の規定に基づき、松戸市文化スポーツ推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 

 ⑴ 文化芸術基本法第３７条に規定する事項 

 ⑵ スポーツ基本法第３１条及び第３５条に規定する事項 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 審議会は、委員15人以内で組織する。 

 （委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

 ⑴ 学識経験者  

 ⑵ 関係団体を代表する者 

 ⑶ 教育関係者 

 ⑷ 前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

２ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。 

 （任期） 

第５条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第６条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第７条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （部会） 

第８条 審議会は、必要に応じ、特定事項を調査審議するために部会を設置することができる。 

２ 部会は、審議会の委員をもって組織し、部会に属すべき委員は、審議会の委員のうちから会長が指名

する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に所属する委員の互選によりこれを定める。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

５ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじ

め指名する者が、その職務を代理する。 

６ 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部
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会」と、同条第１項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第２項中「委員の」とあるのは「部会に

属する委員の」と読み替えるものとする。 

 （意見の聴取等） 

第９条 審議会及び部会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しく

は説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。        

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （松戸市スポーツ推進審議会条例の廃止） 

２ 松戸市スポーツ推進審議会条例（平成２３年松戸市条例第２８号）は、廃止する。 

 （特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正） 

３ 特別職の職員の給与及び費用弁償の支給に関する条例（昭和３１年松戸市条例第１５号）の一部を次

のように改正する。 

  次の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後

部分」という。）については、次のとおりとする。 

  ⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分

に改める。 

  ⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

  ⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号

等の全てを削る。 

  ⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

別表２（第４条関係） 別表２（第４条関係） 

職名 報酬 

（略） 

文化財審議会委員 （略） 

松戸市スポーツ推進審議会委

員 

日額 8,500円 

少年センター運営協議会委員 （略） 

（略） 

松戸市地域公共交通活性化協

議会委員 

（略） 

 
 

職名 報酬 

（略） 

文化財審議会委員 （略） 

（削除） 

 

少年センター運営協議会委員 （略） 

（略） 

松戸市地域公共交通活性化協

議会委員 

（略） 

 

松戸市文化スポーツ推進審議

会委員 

日額 8,500円 
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  議案第４号参考資料  

 

   松戸市スポーツ推進審議会条例 

 

 （設置） 

第１条 スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号。以下「法」という。）第３１条の規定に基づき、松戸

市スポーツ推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第２条 審議会は、法第３５条に規定するもののほか、市長又は松戸市教育委員会（以下「教育委員会」

という。）の諮問に応じ、スポーツの推進に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関

して市長又は教育委員会に建議する。 

 （組織） 

第３条 審議会は、委員 10人以内で組織する。 

 （委員） 

第４条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が市長の意見を聴いて委嘱する。 

 ⑴ スポーツに関する学識経験のある者 

 ⑵ 法第２条第２項のスポーツ団体を代表する者 

 ⑶ 関係行政機関の職員 

 ⑷ 前３号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 

 （任期） 

第５条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第６条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第７条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の議事及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮っ

て定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２～４ （略） 
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                        議 案 第 ５ 号 

 

松戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条 

例の一部を改正する条例の制定について 

 

松戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を別紙のように定める。 

令和６年６月１２日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

提  案  理  由 

 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に係る府令の改正を踏まえ、

本市における同基準を整備するため。 
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松戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 松戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年松戸市条例第１９号）

の一部を次のように改正する。 

次の表中下線の表示部分（以下改正前欄にあっては「改正前部分」と、改正後欄にあっては「改正後部

分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に

改める。 

 ⑵ 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分の文言を削る。 

 ⑶ 改正後欄に「（削除）」と存在するときは、それに対応する改正前部分の目次、章、条、項、号等

の全てを削る。 

 ⑷ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改 正 前 改 正 後 

 （職員）  （職員） 

第２９条 （略） 第２９条 （略） 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上

とする。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上

とする。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第６条の

３第１０項第２号の規定に基づき受け入れる場

合に限る。) おおむね20人につき1人 

⑶ 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第６条の

３第１０項第２号の規定に基づき受け入れる場

合に限る。) おおむね15人につき1人 

⑷ 満4歳以上の児童(法第６条の３第１０項第２

号の規定に基づき受け入れる場合に限る。) お

おむね30人につき1人 

⑷ 満4歳以上の児童(法第６条の３第１０項第２

号の規定に基づき受け入れる場合に限る。) お

おむね25人につき1人 

３ （略） ３ （略） 

  

 （職員）  （職員） 

第３１条 （略） 第３１条 （略） 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の

区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加

えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とす

る。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の

区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加

えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とす

る。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第６条の

３第１０項第２号の規定に基づき受け入れる場

合に限る。) おおむね20人につき1人 

 ⑶ 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第６条の

３第１０項第２号の規定に基づき受け入れる場

合に限る。) おおむね15人につき1人 
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⑷ 満4歳以上の児童（法第６条の３第１０項第２

号の規定に基づき受け入れる場合に限る。) お

おむね30人につき1人 

⑷ 満4歳以上の児童(法第６条の３第１０項第２

号の規定に基づき受け入れる場合に限る。) お

おむね25人につき1人 

３ （略） ３ （略） 

  

 （職員）  （職員） 

第４４条 （略） 第４４条 （略） 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める数の合計数以上とする。ただし、

1つの保育所型事業所内保育事業につき2人を下回

ることはできない。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める数の合計数以上とする。ただし、

1つの保育所型事業所内保育事業につき2人を下回

ることはできない。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第６条の

３第１２項第２号の規定に基づき受け入れる場

合に限る。) おおむね20人につき1人 

⑶ 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第６条の

３第１２項第２号の規定に基づき受け入れる場

合に限る。) おおむね15人につき1人 

⑷ 満4歳以上の児童(法第６条の３第１２項第２

号の規定に基づき受け入れる場合に限る。) お

おむね30人につき1人 

⑷ 満4歳以上の児童(法第６条の３第１２項第２

号の規定に基づき受け入れる場合に限る。) お

おむね25人につき1人 

３ （略） ３ （略） 

  

 （職員）  （職員） 

第４７条 （略） 第４７条 （略） 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以

上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 

２ 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以

上とし、そのうち半数以上は保育士とする。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

⑶ 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第６条の

３第１２項第２号の規定に基づき受け入れる場

合に限る。) おおむね20人につき1人 

⑶ 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第６条の

３第１２項第２号の規定に基づき受け入れる場

合に限る。) おおむね15人につき1人 

⑷ 満4歳以上の児童(法第６条の３第１２項第２

号の規定に基づき受け入れる場合に限る。) お

おむね30人につき1人 

⑷ 満4歳以上の児童(法第６条の３第１２項第２

号の規定に基づき受け入れる場合に限る。) お

おむね25人につき1人 

３ （略） ３ （略） 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ 当分の間、小規模保育事業Ａ型を行う事業所、小規模保育事業Ｂ型を行う事業所、利用定員が20人以 

上の事業所内保育事業（以下「保育所型事業所内保育事業」という。）を行う事業所及び利用定員が19 

人以下の事業所内保育事業（以下「小規模型事業所内保育事業」という。）を行う事業所に置く保育士 

及び保育従事者の数の基準は、この条例による改正後の松戸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す 

る基準を定める条例（以下「新条例」という。）第２９条第２項、第３１条第２項、第４４条第２項及 

び第４７条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 前項に規定する期間内においても、小規模保育事業Ａ型を行う者、小規模保育事業Ｂ型を行う者、保 

育所型事業所内保育事業を行う者及び小規模型事業所内保育事業を行う者は、新条例第２９条第２項、 

第３１条第２項、第４４条第２項及び第４７条第２項に定める基準を満たす数の保育士及び保育従事者 

を置くよう努めなければならない。 
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議 案 第 ６ 号 

契約の変更について 

令和５年松戸市議会６月定例会議案第１１号をもって議決された松戸市立小

中学校空調設備整備ＰＦＩ事業の契約について、次のとおり変更する。 

令和６年６月１２日提出 

松戸市長 本郷谷 健 次 

記 

契約金額 

１ 変更前の契約金額  4,805,118,105 円 

２ 変更後の契約金額  4,986,702,915 円 

３ 変更による増額分    181,584,810 円 

  提  案  理  由 

事業場所及び対象教室の増加により、空調設備の移設費用及び維持管理費 

整備対象教室の増加に伴い、空調設備の維持管理費用が増額したため。 
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議案第６号参考資料 

１ 事業名 

松戸市立小中学校空調設備整備ＰＦＩ事業 

２ 事業場所 

松戸市立中部小学校ほか 64 小中学校（小学校 45 校、中学校 20 校） 

３ 整備対象教室等 

普通教室、特別支援教室、校長室、職員室、特別教室等のうち 2,097 室 

（普通教室 2 室、特別支援教室 8 室、特別教室等 538 室、計 548 室増加） 

食堂・ランチルーム（中学校 19 校） 

４ 契約の相手方 

松戸市金ケ作５８番地の１５ 

松戸ＳＡパートナーズ株式会社 

代表取締役 髙 田 貞 二 

５ 事業期間 

平成２８年３月２３日から令和１１年３月３１日まで 
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